
島本町障害者（児）喀痰吸引等研修費補助金交付要綱 

 

（平成２８年 ４月 １日） 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、喀痰吸引等を必要とする障害者（児）の日常生活を支援するた

め、障害福祉サービス事業所等に対し、予算の範囲内で喀痰吸引等研修の受講に要

する費用を補助することについて、島本町補助金交付規則（昭和４５年島本町規則

第４号）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるとこ

ろによる。 

⑴ 喀痰吸引等 社会福祉士及び介護福祉士法（昭和６２年法律第３０号。以下「法」

という。）第２条第２項に規定する喀痰吸引等をいう。 

⑵ 喀痰吸引等研修 法附則第１１条第２項に規定する喀痰吸引等研修をいう。 

⑶ 障害者（児） 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律

（平成１７年法律第１２３号。以下「障害者総合支援法」という。）第４条第１

項に規定する障害者及び同条第２項に規定する障害児をいう。 

⑷ 障害福祉サービス事業所等 次条に規定する補助対象事業所をいう。 

⑸ 第１号研修 社会福祉士及び介護福祉士法施行規則（昭和６２年厚生省令第４

９号。以下「省令」という。）附則第１３条第１号イに掲げる第１号研修をいう。 

⑹ 第２号研修 省令附則第１３条第１号ロに掲げる第２号研修をいう。 

⑺ 第３号研修 省令附則第１３条第１号ハに掲げる第３号研修をいう。 

（補助対象事業所） 

第３条 補助金の交付の対象とする事業所は、次に掲げる要件を全て満たす事業所と

する。 

⑴ 次条の補助対象事業を実施し、当該事業において、本町が援護の実施者となる

障害者（児）に対し、喀痰吸引等を行うことを予定していること。 

⑵ 前号の喀痰吸引等を行うため、次条の補助対象事業に従事する従業員に喀痰吸

引等研修を受講させ、かつ、法第４８条の６第１項に規定する登録喀痰吸引等事

業者又は法附則第２７条第２項に規定する登録特定行為事業者として登録（以下

「事業者登録」という。）をしていること。 

⑶ 町内に所在する事業所であること。ただし、本町が援護の実施者となる障害者

（児）を対象者として第３号研修を受講する場合は、この限りでない。 

⑷ 第５条の補助対象経費について、他の団体から助成を受けていないこと。 

（補助対象事業） 

第４条 補助対象事業は、次のとおりとする。 

⑴ 障害者総合支援法第５条第１項に規定する障害福祉サービス（ただし、療養介

護及び施設入所支援を除く。） 

⑵ 障害者総合支援法第７７条第１項の地域生活支援事業のうち、島本町地域生活

支援事業実施要綱第２条第４号に掲げる移動支援事業、同条第５号に掲げる地域

活動支援センター事業及び同条第７号に掲げる日中一時支援事業 



⑶ 児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第６条の２の２第１項に規定する障

害児通所支援（ただし、医療型児童発達支援を除く。） 

⑷ 前３号に掲げるもののほか、障害者（児）の日常生活を支援するため、町長が

特に必要と認める事業 

（補助対象経費、補助金額等） 

第５条 補助対象経費、補助金額等は、別表のとおりとする。 

（補助金の交付申請及び交付決定） 

第６条 補助金の交付を受けようとする事業所の代表者又は当該事業所の運営法人

の代表者（以下「申請者」という。）は、障害者（児）喀痰吸引等研修費補助金交

付申請書（様式第１号）に次に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならな

い。 

⑴ 事業計画書（様式第２号） 

⑵ 収支予算書（様式第３号） 

⑶ その他町長が必要と認める書類 

２ 町長は、前項の規定による申請を受理したときは、その内容を審査した上、補助

金の交付の可否及び補助金額を決定し、障害者（児）喀痰吸引等研修費補助金交付

（不交付）決定通知書（様式第４号）により申請者に通知するものとする。 

（補助事業の変更等） 

第７条 補助金の交付決定を受けた申請者は、申請した研修受講及び事業者登録等

（以下「補助事業」という。）を変更し、又は中止しようとするときは、補助事業

変更（中止）承認申請書（様式第５号）に町長が必要と認める書類を添えて、速や

かに町長に申請しなければならない。 

２ 町長は、前項の規定による申請を受理したときは、その内容を審査した上、変更

又は中止の可否を決定し、補助事業変更（中止）承認（不承認）決定通知書（様式

第６号）により申請者に通知するものとする。 

（補助金の実績報告、交付等） 

第８条 補助金の交付決定を受けた申請者は、研修及び事業者登録の完了後、障害者

（児）喀痰吸引等研修費補助金実績報告書（様式第７号）に次に掲げる書類を添え

て、町長に報告しなければならない。 

⑴ 事業報告書（様式第８号） 

⑵ 収支決算書（様式第９号） 

⑶ その他町長が必要と認める書類 

２ 町長は、前項の規定による報告を受けたときは、その内容を審査した上、適当と

認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、障害者（児）喀痰吸引等研修費補

助金確定通知書（様式第１０号）により申請者に通知するものとする。 

３ 前項の規定による通知を受けた申請者は、障害者（児）喀痰吸引等研修費補助金

交付請求書（様式第１１号）を町長に提出し、補助金の交付を受けるものとする。 

（帳簿等の整備） 

第９条 補助金の交付を受けた申請者は、費用の収支その他事業に関する事項を明ら

かにする書類及び帳簿を整備し、補助事業が完了した日の翌日から起算して５年間

保存しなければならない。 

（指示及び検査） 



第１０条 町長は、補助金を交付した申請者に対し、随時、当該補助金の使用につい

て必要な指示又は検査をすることができる。 

（補助金の取消し及び返還） 

第１１条 町長は、補助金の交付を受けた申請者が次の各号のいずれかに該当すると

きは、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金

の全部若しくは一部を返還させることができる。 

⑴ この要綱の規定に違反したとき。 

⑵ 虚偽その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。 

⑶ 補助金を目的外又は不当に使用したと認められるとき。 

⑷ 補助金の全部又は一部を使用しなかったとき。 

⑸ 町長の承認を受けずに事業を変更し、又は中止したとき。 

⑹ 補助金の交付の条件に違反したとき。 

⑺ 前条の指示又は検査に従わなかったとき。 

（その他） 

第１２条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。 

附 則 

この要綱は、平成２８年４月１日から施行する。 

 

別表（第５条関係） 

補助対象経費 

補助対象事業所が負担した費用のうち、当該事業所の従業員

が受講した喀痰吸引等研修に係る費用で次に掲げるもの 

⑴ 基本研修の受講費用（テキスト代及び保険料を含む。） 

⑵ 実地研修の受講費用（テキスト代及び保険料を含む。） 

補助対象外経費 

⑴ 研修の受講に係る従業員の人件費及び交通費 

⑵ 法附則第１１条第１項の認定特定行為業務従事者認定証

の交付に係る費用 

⑶ 事業者登録に係る費用 

⑷ その他町長が適当でないと認める経費 

補 助 基 準 額 

喀痰吸引等研修を修了した従業員数に、次に掲げる当該研修

の課程の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める基準額を乗

じて得た額 

⑴ 第１号研修及び第２号研修 ５万円 

⑵ 第３号研修 ２万円 

補 助 基 本 額 補助対象経費と補助基準額のうち、いずれか低い方の額 

補 助 限 度 額 

１事業所において、１年度につき、補助対象とする研修修了

者は５人までとし、補助金額は１０万円を上限とする。ただ

し、運営法人を同じくする場合は、別の事業所であっても同

一の事業所とみなす。 

補 助 金 額 
補助基本額と補助限度額のうち、いずれか低い方の額（その

額に千円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。） 

 

  



様式第１号（第６条関係） 

障害者（児）喀痰吸引等研修費補助金交付申請書 

 

年  月  日 

 

申請者（事業所又は運営法人の代表者） 

法 人 名  

事業所名  

住 所  

氏 名  

 

島本町長  様 

次のとおり島本町障害者（児）喀痰吸引等研修費補助金の交付を受けたいので、島本町障

害者（児）喀痰吸引等研修費補助金交付要綱第６条第１項の規定により、関係書類を添えて

申請します。 

補助金交付申請額 金       円 

添 付 資 料 

□ 事業計画書（様式第２号） 

□ 収支予算書（様式第３号） 

□ その他 

  



様式第２号（第６条関係） 

事業計画書 

１ 補助対象事業所の状況 

設置主体 
法 人 名 

 代表者 

(職・氏名) 

 

所 在 地  

補助対象

事 業 所 

名 称 
 代表者 

(職・氏名) 

 

所 在 地  

電話番号  

実施事業 

喀痰吸引等の実施を

予定している事業 

 

その他の実施事業  

本補助事業の担当者 
(所属) 

(氏名)          (電話番号) 

 

２ 補助事業の状況 

登録研修機関 

(機 関 名)  

(所 在 地)  

(電話番号)  

研修予定期間   年 月 日から  年 月 日まで 

研修受講者 (合計)    人 

 内訳 

受講者氏名 

（従業員） 
職種・資格 研修区分 

喀痰吸引等の対象者 

（第３号研修の場合のみ） 

認定予定の

特定行為※ 

  １・２・３号   

  １・２・３号   

  １・２・３号   

  １・２・３号   

  １・２・３号   

※上記の「認定予定の特定行為」欄に、該当する行為の番号を記載すること。 

１ 口腔内の喀痰吸引        ２ 鼻腔内の喀痰吸引 

３ 気管カニューレ内部の喀痰吸引  ４ 胃ろう又は腸ろうによる経管栄養 

５ 経鼻経管栄養 

事業所登録 

登 録 区 分 
１ 登録喀痰吸引等事業者 

２ 登録特定行為事業者 

登 録 手 続 

の 状 況 

１ 登録済み（登録日 ：   年 月 日） 

２ 登録予定（予定時期：   年 月） 

喀痰吸引等の 

開始予定時期 
   年 月 

 

  



様式第３号（第６条関係） 

収支予算書 

１ 収入 

区分 金額 明細 

町補助金  障害者（児）喀痰吸引等研修費補助金 

   

収入合計   

 

２ 支出 

区分 金額 受講者数 明細 

第１号・第２号研修の受講費用  人  

第３号研修の受講費用  人  

支出合計  人  

 

３ 補助金計算表 

区分 金額 明細 

①補助対象経費  支出合計の額 

②補助基準額  
第１号・第２号研修 ５万円× 人 

第３号研修     ２万円× 人 

③補助基本額  ①と②のうち、いずれか低い方の額 

④既交付額 

 （補助対象人数） 

 

（  人） 

同一年度に交付済の当該補助金の額 

（既交付分の補助対象人数） 

⑤補助限度額  １０万円から④の金額を除いた額 

⑥補助金交付申請額  
③と⑤のうち、いずれか低い方の額 

（千円未満の端数切捨て） 

 

  



様式第４号（第６条関係） 

障害者（児）喀痰吸引等研修費補助金交付（不交付）決定通知書 

第     号 

年  月  日 

 

申請者           様 

 

島本町長             ㊞ 

 

     年  月  日付けで交付申請のあった島本町障害者（児）喀痰吸引等研修費補

助金について、次のとおり決定しましたので、島本町障害者（児）喀痰吸引等研修費補助金

交付要綱第６条第２項の規定により通知します。 

補助金交付の可否 □交付 ・ □不交付 

補助金交付決定額          円 

交 付 の 条 件  

不 交 付 の 理 由  

 

  



様式第５号（第７条関係） 

補助事業変更（中止）承認申請書 

年  月  日 

 

島本町長 様 

 

申請者（事業所又は運営法人の代表者） 

法 人 名  

事業所名  

住 所  

氏 名  

 

 

     年  月  日付け島本町指令（  ）第   号で交付決定のあった島本町障

害者（児）喀痰吸引等研修費補助金について、次のとおり補助事業の（変更・中止）を希望

しますので、島本町障害者（児）喀痰吸引等研修費補助金交付要綱第７条第１項の規定によ

り申請します。 

既 交 付 決 定 額          円 

変更後の補助金額          円 

変更（中止）の理由  

変 更 内 容 

変更前 変更後 

  

添 付 資 料 

□ 事業計画書（様式第２号）※変更後のもの 

□ 収支予算書（様式第３号）※変更後のもの 

□ その他 

 

  



様式第６号（第７条関係） 

補助事業変更（中止）承認（不承認）決定通知書 

第     号 

年  月  日 

 

申請者           様 

 

島本町長             ㊞ 

 

     年  月  日付けで申請のあった島本町障害者（児）喀痰吸引等研修費補助金

の補助事業の（変更・中止）について、次のとおり決定しましたので、島本町障害者（児）

喀痰吸引等研修費補助金交付要綱第７条第２項の規定により通知します。 

変更・中止の可否 □承認 ・ □不承認 

承 認 し た 内 容 
□ 変 更  

□ 中 止  

変 更 前 の 

補助金交付決定額 
         円 

変 更 後 の 

補助金交付決定額 
         円 

交 付 の 条 件  

不 承 認 の 理 由  

  



様式第７号（第８条関係） 

障害者（児）喀痰吸引等研修費補助金実績報告書 

年  月  日 

 

島本町長 様 

 

報告者（事業所又は運営法人の代表者） 

法 人 名  

事業所名  

住 所  

氏 名  

 

 

     年  月  日付け島本町指令（  ）第   号で交付決定のあった島本町障

害者（児）喀痰吸引等研修費補助金について、補助事業が完了しましたので、島本町障害者

（児）喀痰吸引等研修費補助金交付要綱第８条第１項の規定により報告します。 

補助金交付決定額          円 

補 助 所 要 額          円 

添 付 資 料 

□ 事業報告書（様式第８号） 

□ 収支決算書（様式第９号） 

□ その他 

 

  



様式第８号（第８条関係） 

事業報告書 

１ 補助対象事業所の状況 

設置主体 
法 人 名 

 代表者 

(職・氏名) 

 

所 在 地  

補助対象

事 業 所 

名 称 
 代表者 

(職・氏名) 

 

所 在 地  

電話番号  

実施事業 

喀痰吸引等の実施を

予定している事業 

 

その他の実施事業  

本補助事業の担当者 
(所属) 

(氏名)          (電話番号) 

 

２ 補助事業の状況 

登録研修機関 

(機 関 名)  

(所 在 地)  

(電話番号)  

研 修 期 間   年 月 日から  年 月 日まで 

研修修了者 (合計)    人 

 内訳 

修了者氏名 

（従業員） 
職種・資格 研修区分 

喀痰吸引等の対象者 

（第３号研修の場合のみ） 

認定された

特定行為※ 

  １・２・３号   

  １・２・３号   

  １・２・３号   

  １・２・３号   

  １・２・３号   

※上記の「認定された特定行為」欄に、該当する行為の番号を記載すること。 

１ 口腔内の喀痰吸引        ２ 鼻腔内の喀痰吸引 

３ 気管カニューレ内部の喀痰吸引  ４ 胃ろう又は腸ろうによる経管栄養 

５ 経鼻経管栄養 

事業所登録 
登 録 区 分 

１ 登録喀痰吸引等事業者 

２ 登録特定行為事業者 

登 録 日 年 月 日 

喀痰吸引等の 

開始予定時期 
   年 月 

 

  



様式第９号（第８条関係） 

収支決算書 

１ 収入 

区分 金額 明細 

町補助金  障害者（児）喀痰吸引等研修費補助金 

   

収入合計   

 

２ 支出 

区分 金額 修了者数 明細 

第１号・第２号研修の受講費用  人  

第３号研修の受講費用  人  

支出合計  人  

 

３ 補助金計算表 

区分 金額 明細 

①補助対象経費  支出合計の額 

②補助基準額 
 第１号・第２号研修 ５万円× 人 

第３号研修     ２万円× 人 

③補助基本額  ①と②のうち、いずれか低い方の額 

④既交付額 

 （補助対象人数） 

 

（  人） 

同一年度に交付済の当該補助金の額 

（既交付分の補助対象人数） 

⑤補助限度額  １０万円から④の金額を除いた額 

⑥補助所要額 
 ③と⑤のうち、いずれか低い方の額 

（千円未満の端数切捨て） 

 

  



様式第１０号（第８条関係） 

障害者（児）喀痰吸引等研修費補助金確定通知書 

第     号 

年  月  日 

 

申請者           様 

 

島本町長             ㊞ 

 

 

     年  月  日付けで実績報告のあった島本町障害者（児）喀痰吸引等研修費補

助金について、次のとおり補助金額を確定しましたので、島本町障害者（児）喀痰吸引等研

修費補助金交付要綱第８条第２項の規定により通知します。 

補助金交付決定額          円 

補助金交付確定額          円 

交 付 の 条 件  

  



様式第１１号（第８条関係） 

障害者（児）喀痰吸引等研修費補助金交付請求書 

年  月  日 

 

島本町長 様 

 

請求者（事業所又は運営法人の代表者） 

法 人 名  

事業所名  

住 所  

氏 名 ㊞ 

 

 

     年  月  日付けで確定通知のあった島本町障害者（児）喀痰吸引等研修費補

助金について、島本町障害者（児）喀痰吸引等研修費補助金交付要綱第８条第３項の規定に

より請求します。 

請 求 金 額 金       円 

 

 

補助金の振込先 

振 込 先 

金融機関 

銀行・信用金庫 

農協  ・  組合 

預 金 種 別 普通  ・  当座 

口 座 番 号  

支店 口 座 名 義 

（フリガナ） 

 

 

 

 

 


